
第
三
節

幕
末
期
の
農
業
と
鉱
工
業

1 

農
民
の
階
層
構
成
と
地
主
小
作
関
係

南
部
諸
村
の

階
層
構
成

商
業
的
農
業
が
進
展
し
た
近
役
後
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
、
農
民
の
階
層
構
成
に
も
変
化
が
生
じ
て
い
た
。

ま
ず
階
層
構
成
の
状
況
を
み
て
み
よ
う
。
表
加
は
花
熊
村
農
民
の
持
高
別
構
成
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
文

政
七
年
（
一
八
二
四
）
で
は
持
高
一
一
一
石
未
満
の
零
細
規
模
層
が
五
四
%
に
達
し
て
い
て
最
も
厚
い
。
こ
の
隠
の
農
民
も
、
裏
作
に

販
売
用
の
莱
穫
を
栽
培
す
る
が
そ
の
設
は
少
な
く
、
農
業
は
む
し
ろ
自
給
用
で
あ
り
、
酒
造
稼
ぎ
・
日
傭
稼
ぎ
も
し
く
は
小
商

売
な
ど
に
よ
っ
て
生
計
を
た
て
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

」
れ
に
対
し
持
高
五
石
以
上
と
い
う
層
は
二
八
%
を
占
め
、

一
部
に
は
駄
賃
稼
ぎ
な
ど
も
兼
ね
た
が
、
農
業
を
生
活
の
基
縦

に
し
た
関
で
、
代
表
的
な
商
品
作
物
で
あ
る
菜
種
作
を
も
積
極
的
に
推
進
し
、

一
O
石
を
超
え
る
中
農
以
上
の
場
合
は
一
様
用
者

を
抱
え
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
五
石
以
上
層
の
農
民
は
、
天
保
期
の
米
・
菜
種
師
の
上
昇
期
に
は
、
一
二
九
%
を
超
え
る

ま
で
に
増
加
傾
向
を
み
せ
て
お
り
、
持
高
を
増
や
し
て
二

O
石
以
上
を
所
有
す
る
農
民
ま
で
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の

農
業
前
進
の
担
い
手
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
う
ち
五
J
一
O
石
層
は
、
天
保
期
を
過
ぎ
る
と
わ
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ず
か
な
が
ら
減
少
領
向
に
転
じ
て
ゆ
く
の
に
対
し
、

一
O
お
以
上
層
で
は
む
し
ろ
増
加
し
て
い
る
。

世t

一
方
、
五
石
未
満
一
憾
の
場
合
は
、
天
保
期
以
緯
に
減
少
傾
向
を
み
せ
、
と
く
に
五

OMPを
超
え
て
い
た
一
一
一
石
未
満
腐
は
、
天

近

保
十
五
年
（
一
八
四
凶
）
に
凹

一
・
八
%
、
安
政
ニ
年
（
一
八
五
五
）
に
は
一
一
一
七
・
一
一
一
%
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
そ
の
反
煎
無
高

歴史綴Ill

層
が
増
え
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
村
外
へ
転
出
す
る
場
合
も
あ
っ
た
と
み
え
紘
一
戸
数
も
減
少
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
幕
末
期
の

花
熊
村
で
は
零
細
規
模
屑
に
変
動
が
大
き
く
、
土
地
を
手
放
し
、
税
農
化
し
て
ゆ
く
館
向
を
示
し
て
い
る
。

幕末期の設業と鉱工業

花熊村の持高構成表 201
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ま
た
板
宿
村
の
場
合
は
（
表
剛
山
）
、
文
政
三
年
当
時
持
高
五
J
一
O
石
未
満

の
中
間
関
は
全
体
の
約
一
一
一
七
・
七
%
を
占
め
最
も
多
か
っ
た
が
、
天
保
期
を

過
ぎ
た
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
は
一
七
・
一
一

μ
に
ま
で
減
少
し
て
お
り
、
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上大沢村の持高構成

天保4(1833) 
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表 203

30石以上

20～30 

15～20 

10～15 

5～10 

3～ 5 

3石未満

100.0 63 

逆に一一一

O
お
以
上
の
以
前
み
ら
れ
な
か
っ
た
上
位
層
が
現
れ
る
と
と
も
に
、

五
石
未
満
の
零
細
層
が
五

O
M
に
ま
で
増
大
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
幕
末
期
に
中
間
関
の
両
極
分
解
が
進
ん
で
い
る
。

北
部
諸
村
の

階
騒
構
成

一
方
米
以
外
に
は
商
品
作
物
が
乏
し
く
、

の
よ
う
に
は
社
会
的
分
業
も
進
ん
で
い
な
か
っ
た
北
部
諸

か
っ
灘
白
地
域

（注） 然高戸数は不詳。

資料．「榎本家文書J

村
の
場
合
を
み
て
み
よ
う
。

史
料
の
制
約
で
や
や
断
片
的

に
は
な
る
が
、
ま
ず
一
一
一
回
藩

領
の
有
馬
郡
上
大
沢
村
で
は

100.0 61 計メ〉、
！こl

（
表
加
）
、
天
保
期
に
持
高
五

1
一
O
石
未
満
の
中
間
層
が
増
大
し
て
い
る
様
子

が
読
み
と
れ
る
。
こ
れ
は
南
部
地
域
と
同
じ
傾
向
で
あ
る
。

ま
た
六
甲
山
地
問

部
の
山
間
に
位
憶
す
る
西
小
部
村
で
は
（
表
似
て
文
化
十
一
年
（
一
八
一
回
）
に

八
四
七
）
に
は
減
少
し
て
、

も
最
も
厚
い
閣
で
あ
っ
た
五

1
一
O
石
の
や
は
り
中
間
瞬
間
が
、

こ
れ

弘
化
四
年
（

そ
の
上
位
腐
と
無
高
層
が
増
加
し
て
お
り
、

も
中
間
関
閣
の
両
極
分
解
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
関
東
に
本
拠
を
置
く
飯
野
藩
領
の
上
二
郎
村
で
は
、
村
規
模
も
小
さ

い
が
、
寛
政
以
後
も
一
貫
し
て
大
高
持
の
農
民
と
零
細
高
持
の
農
民
と
に
分
裂

凶小部村の持高構成表 204
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し
た
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
大
高
持
農
民
の
場
合
は
、
以
前
か
ら
藩
用
に
も
か
か
わ
っ
て
き
た
村
方
の
役
人
と
い
う
特
別
の
例
と

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

幕
末
期
の
地
主

．
小
作
関
係

こ
う
み
る
と
幕
末
期
に
は
市
域
に
お
い
て
も
、
農
民
階
穏
の
両
級
分
解
が
、

か
な
り
進
行
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
す
る
と
こ
の
新
し
い
動
き
か
ら
、
当
然

方
に
所
有
地
を
拡
大
し
た
農
民
が
、
そ
の
一
部
を

貸
し
付
け
て
地
主
化
し
、
そ
し
て
他
方
所
有
地
を
減
少
さ
せ
た
農
民
は
、
脱
炭
化
か
小
作
人
化
ず
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
推
量
さ
れ
る
。

前
記
花
熊
村
の
場
合
で
は
、
持
高
五
石
未
満
の
零
細
層
に
変
動
が
大
き
く
、
無
高
す
な
わ
ち
耕
地
を
持
た
な
い
層
の
増
大
と

と
も
に
脱
良
化
の
傾
向
が
み
ら
れ
た
が
、
村
内
で
の
農
業
経
営
の
様
相
会
｝
探
る
た
め
、
こ
の
村
の
地
主
・
小
作
関
係
を
考
え
て

み
よ
う
。

た
だ
史
料
の
秘
約
で
年
賞
の
納
付
状
況
を
手
掛
か
り
と
す
る
。

表
加
は
、
弘
化
二
年
の
年
貢
納
付
者
の
う
ち
、
本
人
の
納
付
高
の
な
か
に
加
の
農
民
か
ら
の
納
入
荷
が
含
ま
れ
て
い
る
一
五

幕米期の淡業と鉱工業

名
の

覧
で
あ
る
。

例
え
ば
五
右
衛
門
の
場
合
は
、
納
付
高
一
回
石
余
の
う
ち
に
藤
次
郎
ら
五
名
か
ら
納
入
さ
れ
た
六
石
余

（約四一一一

μ）
が
含
ま
れ
て
い
る
。

」
の
五
名
は
、

五
右
衛
門
の
所
有
地
を
小
作
し
て
お
り
、
そ
の
小
作
料
の
一
部
を
直
接
五
右

衛
門
の
貢
租
と
し
て
納
付
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

同
年
こ
の
村
に
は
持
高
一

O
石
以
上
の
農
民
は
五
名
い
る
が
、
そ
の
全
員
、
が
こ
の

に
み
え
、
所
有
地
の

部
、
な
小
作
に
出

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

し
か
し
小
作
地
以
外
に
な
お
か
な
り
の
部
分
を
残
し
て
お
り
、
先
の
五
右
衛
門
の
場
合
も
貫
租
高

第三節

八
石
余
分
を
白
か
ら
納
付
し
て
い
る
か
ら
、
基
本
的
に
は
家
族
労
働
を
主
と
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
雇
用
労
働
を
援
用
す
る
白

作
経
営
を
行
っ
て
い
て
、
そ
の
余
を
小
作
に
出
す
と
い
う
富
山
民
的
地
主
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
五
石
未
満
の
高
持
で
小

1投近歴史編闘76r 



表 205 花熊村農民のうち他農民からの災租納入分をもっ仰j
（弘化2年（1845)) (lli位．お）

農民名 持高 主主納額 i可内訳 納入1災民名 向J守高

五右衛門 20. 750 14. 511 1. 500 藤次郎

0.500 長 兵 衛 5. 205 

2.500 八兵俗 4. 692 

0. 700 与次兵衛 0.608 

1. 000 干11左衛門 5.094 

五郎兵衛； 11.166 I 12. 0162 i 6.000 2.000 利左衛門 4.295 

2.500 徳左衛門 2.601 

1. 500 新兵衛 2. 116 

長左衛門； 0.900 0.900 wお衛門； 2.414 

弥右衛門 12.689 8.8823 5.900 3. 500 与次兵衛

1. 500 茂左衛門 i3.332 

七兵衛） 1. 9394 I 2.000 0. 500 茂左衛門

1. 500 儀右衛門 l0.670 

入左衛門 7.690 5.369 1. 500 1. 500 儀右fl(,Jf'~

弥次右衛門 6. 710 4.697 1. 500 1. 500 平野底、右衛門

情 ;:{5衛門 6. 702 4.6914 1. 000 1. 000 定右｛沼pgI o. 360 

卯兵衛 l 6.441 4.5087 2.800 1. 000 徳1L符~r9
0.800 定右衛門

1. 000 新兵衛

宰右衛門 5.413 3. 7891 1. 400 1. 400 利左衛門

源右衛門 3. 539 2. 4773 0.500 0.500 幸IJ左衛門

安右衛門 3.365 2.3555 0.400 0.400 入左衛門！ 7. 690 

安兵衛 3.291 2.3037 2.500 1. 500 i 茂左衛門

1. 000 喜左衛門 4. 358 

弥兵衛 2.568 1. 7976 2.000 2.000 仁兵衛 4.858 

百！？左衛門 0.875 0.6125 0.500 0.500 平野久左衛門

資料：新保博 r封建的小淡民の分m過程ll,

第五fj't 若~＊の社会 76z 



作
に
出
し
て
い
る
場
合
は
農
業
以
外
に
職
業
を
持
っ
て
い
る
な
ど
の
理
出
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
他
人
の
寅
租
を
納
入
し
て
い
る
農
民
を
ま
と
め
た
の
が
表
別
で
あ
る
。
こ
の
一
四
名
は
村
内
の
農
民
で
、
こ
の
ほ
か
に

一
一
一
名
の
村
外
か
ら
の
農
民
が
い
る
。
さ
て
こ
の
小
作
人
と
推
量
さ
れ
る
一
回
名
の
う
ち
に
は
、

八
若
以
上
の
高
持
農
民
と
然
高

の
者
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
持
高
で
は
七
石
台
以
下
五
若
台
、
四
石
ム
口
か
ら
一
石
米
満
の
屑
ま
で
あ
っ
て
、
特
に
零
細

層
に
集
中
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
持
高
の
少
な
い
腐
は
概
し
て
借
受
地
の
大
き
い
場
合
が
多
い
。
従
っ
て
こ
の
七
石

O
若
程
度
と
な
り
、
や
は
り
家
族
労
働
に
依
拠
し

台
以
下
の
小
作
地
を
借
り
受
け
て
い
る
農
民
も
、
そ
の
経
営
規
模
は
五
J

た
小
規
筏
経
営
と
い
う
形
が
想
定
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
か
な
り
商
業
的
操
業
が
進
展
し
、
地
主
・
小
作
関
係
も
存
在
し
て
い
た
幕
末
の
花
熊
村
で
、
最
大
の
高
持
農
民

部
を
小
作
地
に
貸
し
付
け
て
は
い
る
が
、

が一一

O
石
合
と
大
規
模
化
せ
ず
、
た
し
か
に
持
高
の
多
い
農
民
は
そ
の
所
有
地
の

幕オミ期の農業と鉱工業

花熊村長E誌のうち他農民

の寅租を納入する例
(IJ.lイヒ2年（1845)) （単佼：石）

第三節

表 206

0.400 
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l. 800 
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4.358 

4.295 

3.332 

2.601 

2.414 

2. 116 

0.670 

0.608 

0.360 

持

入左衛門

長兵衛

計11E. 11/J 11 ~ 

仁兵 f浴
入兵衛

喜左衛門

利左衛門

茂左衛門

徳左衛門

伊右衛門

新兵衛

儀右衛門

与次兵衛

定右衛門

農民名

な
お
一

O
石
前
後
の
自
作
経
営
を
維
持
し
て
い
る
し
、

資料：新保博 r封建的小淡E乏の分解

過程a

他
方
小
高
持
の
農
民
も
小
作
地
を
借
り
受
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
や
は
り
小
農
経
哲
を
維
持
す
る
と
い
う

傾
向
に
あ
っ
て
、
地
主
・
小
作
関
係
が
よ
り
一
層
深

化
す
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の

傾
向
は
市
域
で
は
む
し
ろ

般
的
で
あ
っ
た
よ
う
に

み
う
け
ら
れ
る
。

た
だ
有
馬
郡
の
結
場
村
・
ニ
郎
村
な
ど
一
部
の
村

f辻近歴史編麗763 



で
五

O
石
を
趨
え
る
大
高
持
が
み
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
、
商
品
作
物
と
し
て
は
酒
造
米
の
需
要
を
有
す
る
米
以
外
に
は
と
く
に

な
い
米
主
作
地
に
お
い
て
、

い
ず
れ
も
遠
隔
地
領
主
の
領
地
に
属
し
、
藩
用
を
も
勤
め
て
き
た
と
い
う
家
の
特
異
な
例
で
あ
ろ

う

さ
て
、
当
時
の
地
主
・
小
作
関
係
を
考
え
る
た
め
、
小
作
証
文
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
残
さ
れ
て
い
る
小
作
証
文
は
質
地

に
か
か
わ
る
場
合
が
多
い
。
例
え
ば
、
馬
場
村
に
お
け
る
安
政
六
年
の
間
五
反
七
畝
余
を
年
期
質
地
と
し
て
、
銀
一
一
一
一
貫
五

O

O
匁
を
兵
庫
の
北
風
家
か
ら
借
用
し
、
そ
の
白
地
を
小
作
す
る
と
い
う
事
例
の
場
合
は
、
そ
の
期
間
毎
年
作
徳
米
代
と
し
て
借

用
銀
の
利
息
八
一

O
匁
を
渡
し
、
な
お
貫
租
諮
役
掛
り
は
小
作
人
が
負
担
す
る
と
定
め
て
い
る
。
質
地
の
と
き
は
、
小
作
料
は

利
息
相
当
額
、
年
貢
諸
役
掛
り
は
小
作
人
負
担
と
い
う
形
が
多
か
っ
た
。
質
地
で
な
い
場
合
の
小
作
料
は
、
石
盛
一
石

上
回
で
一
石
四
斗
、
向

石
一
斗
五
升
と
い
う
記
録
も
あ
る
が
、
村
に
よ
っ
て
援
が
大
き
い
。

石
一
斗
の
中
間
で

し
か
し
当
時
の
小
作
慣
行
を
示
す
史
料
は
概
し
て
之
し
く
、
時
代
は
下
る
が
明
治
十
年
（

八
七
七
）
代
に
調
査
さ
れ
た
慣
行

な
ど
も
援
用
し
て
類
推
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

小
作
証
文
は
必
ず
し
も
差
し
入
れ
る
と
は
限
ら
ず
、

口
約
束
の
場
合
も
多
か
っ
た
。
小
作
料
は
予
め
定
め
て
お
く
と
い
う
の

が
も
ち
ろ
ん
多
い
が
、
収
穫
高
を
み
て
定
め
る
場
合
も
あ
り
、
予
め
定
め
で
あ
っ
て
も
、
水
子
害
不
作
の
時
は
減
額
さ
れ
る
の

が
む
し
ろ
一
般
的
で
、
地
域
に
よ
っ
て
は
そ
の
翌
年
は
肥
料
を
貸
与
す
る
慣
行
も
あ
っ
た
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
小
作
料
に
は

高
低
が
あ
り
、
普
通
は
正
米
納
め
で
反
当
た
り
一
石
か
ら
一
石
八
斗
ま
で
、
地
域
に
よ
っ
て
は
表
作
に
も
若
干
の
小
作
料
が
課

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
村
役
・
夫
役
を
小
作
人
が
勤
め
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
小
作
期
限
は
概
し
て
短
く
、

一J
五
年

を
区
切
り
と
し
て
い
た
よ
う
で
永
小
作
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
小
作
料
不
納
な
ど
の
な
い
限
り
継
続
さ
れ
る
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の
が
慣
例
で
、
小
作
人
は
耕
地
の
保
全
に
注
意
し
、
小
作
米
の
納
入
は
、
地
主
の
指
示
に
よ
っ
て
地
主
方
か
村
の
年
震
を
保
管

す
る
郷
歳
へ
直
接
運
ん
だ
と
い
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
定
ま
っ
た
型
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
倒
閣
々
の
事
例
に
よ
っ
て
か
な
り
の

差
異
が
あ
っ

2 

近
世
後
期
の
諸
産
業
と
仲
間
組
織

時
倒
産
職
仲

間
の
結
成

そ
れ
で
は
農
業
以
外
の
諸
産
業
の
様
子
は
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
前
章
で
一
八
世
紀
後
半
の
社
会
的
分
業

の
展
開
を
み
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
以
後
の
推
移
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。
魚
崎
村
に
は
、

「
冥
加
銀
上
納

紙
」
と
開
店
す
る

群
の
史
料
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
近
世
後
期
の
魚
崎
村
の
産
業
に
つ
い
て
、
ま
ず
酒
造
業
と
最
も
関
係

の
深
か
っ
た
持
鹿
職
か
ら
み
て
み
よ
う
。

幕末期の淡苦笑と鉱工業

表
加
は
、
文
化
一
一
一
年
（
一
八
O
六
）
以
後
の
状
況
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
魚
崎
村
の
樽
麗
職
人
は
一
六
？

軒
で
あ
っ
た
。
天
保
十
一
一
一
年
（
一
八
回
一
一
）
八
月
の
「
諮
御
運
上
・
御
冥
加
銀
上
約
百
細
書
上
帳
」
に
よ
れ
ば
、
享
和
三
年

八
O
一
一
一
）
か
ら
冥
加
金
を
毎
年
一
軒
に
つ
き
銀
…

0
匁
ず
つ
納
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
後
述
す
る
他
の
職

種
の
冥
加
金
に
比
べ
、
高
額
で
あ
っ
た
。

つ
玄
り
、
他
の
職
種
よ
り
比
較
的
経
営
規
模
が
大
き
く
、
安
定
し
て
い
た
と
推
測
さ

れ
る
。
ま
た
こ
れ
が
、
陣
屋
職
の
変
遷
に
余
り
変
化
が
な
か
っ
た

困
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
倫
刊
の
最
大
の
需
要
者
は
酒
造

第三節

業
で
あ
っ
た
か
ら
、
酒
造
業
者
は
そ
の
外
業
部
と
し
て
櫓
麗
を
支
配
し
、
こ
の
た
め
、
酒
造
仲
間
に
対
応
し
て
、
各
郷
ご
と
に

樽
屋
仲
間
が
結
成
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
天
保
期
以
降
の

般
物
揃
体
系
の
破
綻
の
な
か
で
、
酒
造
業
も
酒
造
米
を
は
じ
め

ill・近歴史編阻76ラ
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表 207

文化 3(1806)

グ 9(1812) 

。11(1814) 

か 12(1815) 

。14(1817)

グ 15(1818) 

文政 2(1819)

弘化 2(1845) 

グ 3(1846) 

グ 4(1847)

グ 5(1848) 

嘉永 2(1849) 

グ 3(1850) 

グ 4(1851)

グ 5(1852)

グ 7(1854) 

安政 2(1855) 

グ 3(1856) 

文久 2(1862) 

代ー’々J

2 5 17 明治 3(1870)

蔵
人
賃
金
や
稀
代
な
ど
が
勝
世

し
た
。
そ
の
た
め
、
酒
造
家
は
、

酒
造
下
職
へ
の
賃
金
競
制
を
強

化
し
て
い
く
状
況
に
あ
っ
た
。

天
保
十
五
年
九
月
に
樽
屋
も
、

十
二
郷
酒
樽
屋
仲
間
を
結
成
し

て
い
る
。

資料： r松尾家文芸iJ

十
二
郷
酒
得
霞

十
二
郷
潜

檎
屋
仲
間

仲
間
は
、
安
政

年
（
一
八
五
六
）
に
仲
間
規
制

を
強
化
し
て
い
る
が
、
こ
の
時

の
「
規
定
書
！
」
に
よ
っ
て
符
毘
職
の
分
布
を
示
す
と
、
表
加
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
表
に
は
、
摂
泉
十
一
一
郷
の
う
ち
大
坂
と
北

在
の
ニ
郷
分
が
抜
け
て
い
る
が
、
北
在
郷
に
は
樽
屋
職
が
な
く
、
大
坂
は
別
に
大
坂
三
郷
樽
屋
職
仲
間
を
結
成
し
、
こ
の
時
の

規
定
書
に
は
大
坂
行
事
ニ
軒
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
に
よ
る
と
、
灘
白
地
方
に
二
七
四
軒
と
全
体
の
六
一
一
了
一
一
一
%
、

神
戸
市
域
の
兵
庫
津
の
二
八
軒
を
加
え
る
と
、
市
域
の
樽
屋
職
は
全
体
の
六
九
・
七
%
と
な
る
。

そ
の
中
で
最
も
あ
J

い
の
は
御

人
と
こ
の
地
域
が
占
め
て
い
る
。
御
影
村
は
、
灘
間
地
方
の
酒
樽
生
産
の
中
心
で
あ
っ
た
。

影
村
で
、
七
八
軒
（
全
体
の
一
人
・

O
ゲ
と
を
い
尚
め
一
て
い
る
。
大
行
事
と
い
う
仲
間
の
世
話
役
一
一
一
人
も
、
御
影
村
二
人
・
住
吉
村
一

766 J正米の社会tl'Di1(<: 



次
に
、
こ
の
時
の
「
規
定
書
L

の
概
略
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

）
 

噌’A（
 

）
 

q
J
h
 

（
 

幕
府
の
法
令
を
堅
く
守
る
こ
と
。

天
保
十
五
年
九
月
に
仲
間
の
取
締
り
を
行
っ
た
が
、
年
々
材
料
が
不
足
し
、
高
値
に
な
り
、
各
々
の
手
元
が
逼
迫
し
て
き

(3) 

た
の
で
、
再
度
取
締
り
を
行
う
こ
と
。

原
料
金
給
騰
の
た
め
得
意
先
に
嘆
願
し
た
が
、
こ
の
た
び
は
各
々
が
質
素
検
約
を
守
る
こ
と
。

(4) 

若
衣
類
も
木
綿
島
紬
に
か
ぎ
り
、
万

(5) 

s似
事
が
あ
っ
て
も
新
規
に
作
ら
な
い
こ
と
。

原
料
そ
の
他
す
べ
て
出
所
不
明
の
品
物
は
買
い
取
ら
な
い
こ
と
。

(6) 

印
札
の
な
い
弟
子
・
手
間
取
職
を
使
わ
な
い
こ
と
。

ま
た
、
手
間
取
職
に
借
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
新
し
く
使
う
親
方
か

ら
品
一
日
引
勘
定
す
る
こ
と
。

(7) 

樽
植
段
は
、
得
意
先
の
思
召
に
よ
る
が
、
櫓
一

O
駄
に
つ
き
銀
九
五
匁
以
下
で
は
売
ら
な
い
こ
と
。

。。”
I

1
ゐ
ハ
u
o
δ
q
J
0
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1
4
9
4
4
・
1
ム

オ
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今
必

幕末期の農業と鉱工業

安政 3，年（1856）摂泉十

二郷の酒符屋数
（単位：料）

第三節

差是 208 
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安政 211三（1855〕

御影村の諸激

表 209ft;; 

冥加銀

匁
204.8 

168. 7 

173.6 

.n 
J且

4般 1,280石積

15 241 

53 248 

630 

11. 2 

38. 7 

＼
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索童画i職
左官理主

妊産税

（主主） ~！J日銀を上納している筋線。
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こ
の
よ
う
に
七
カ
条
の
取
決
め
を
行
い
、
諸
物
価
の
い
け
川
勝
、
消
造
家
に
よ

数日

船

船

船

る
樽
の
買
い
た
た
き
に
対
処
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

な
お
、
安
政
一

に
、
御
影
村
で
酒
樽
職
の
其
加
金
を
納
め
た
隊
行
業

E庭

廻

石

小

者
は
ふ
ハ
一
一
一
軒
で
、
先
の
安
政
三
年
の
仲
間
に
加
入
し
て
い
る
七
八
粁
よ
り

少
な
い
（
表
川
）
。

灘
白
地
方
に
酒
造
業
が
隆
盛
し
て
く
る
と
、
当
然
瀬
の

紀
州
藩
専
売

制
の
影
響

輸
送
に
必
要
な
潤
得
の
需
要
が
高
ま
っ
て
く
る
。
酒
柵
何

（
一
八
六
七
）
に
紀
州
藩
は
、
産
物
の
炭
・
薪
、
持
丸
桶
、
椎
茸
、
椋
日
皮
、
材
木
・
丸
太
・
板
類
・
小
刻
物
等
を
西
宮

の
材
料
で
あ
る
杉
の
最
大
の
供
給
地
は
紀
伊
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
鹿

二
つ
は
、

と
な
っ
た
理
由
と
し
て
、
二
つ
考
え
ら
れ
る
。

で
売
り
さ
ば
く
こ
と
と
な
り
、
間
宮
町
・
住
吉
村
・
魚
崎
村
の
人
々
が
紀
州
落
の
御
用
達
商
人
と
な
っ
て
い
る
。
御
用
達
商
人

か
っ
た
こ
と
、

と
な
っ
た
の
は
、
西
宮
町
の
矯
磨
屋
平
八
郎
・
雑
喉
屋
久
左
衛
門
・
辰
麗
悦
造
・
麻
鹿
市
右
衛
門
・
小
西
康
惣
兵
衛
、
住
吉
村

の
普
左
衛
門
・
吉
岡
高
平
次
等
と
魚
崎
村
の
松
尾
仁
兵
衛
で
あ
っ
た
。
仁
兵
衛
が
紀
州
藩
の
御
産
物
御
取
捌
所
の
御
用
述
商
人

一
つ
は
、
幕
米
期
に
魚
崎
村
に
お
い
て
酒
造
業
は
じ
め
諸
産
業
の
発
達
が
若
し

（
一
八
六
二
）
の
四
倍
の
株
高
を
有
し
、

そ
の
魚
崎
村
に
お
い
て
松
尾
家
は
、

土
着
酒
造
家
と
し
て
慶
応
二
年
に
二
ハ

O
Oお
と
文
久

一
方
、
生
地
所
持

L

高
も
慶
応
一
二
年
に
は
一
二
石
余
と
村
内
最
高
高
持
者
と
な
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
幕
末
期
に
お
け
る
松
尾
家
の
隆
盛
が
、
紀
州
葎
の
御
用
達
高
人
に
件
｛
収
用
さ
れ
る
一
閃
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
紀
州
藩
の
御
産
物
御
取
捌
所
の
運
営
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
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1
 

（
 
荷
物
受
取
の
時
に
、
代
銀
の
六
歩
を
船
頭
に
支
払
う
。

残
金
は
六

O
g限
に
仕
切
を
行
う
。

(2) 
値
以
ード
の
；場
メL
仁l

t主

役
所
。〉

指

を
バσ，
ムι
け
る

荷
物
は
入
札
・
市
建
に
て
売
り
払
う
。

し
か
し
滞
の
差

(3) 

荷
物
代
銀
の
五
分
を
冥
加
銀
と
す
る
。

そ
の
う
ち
二
分

五
躍
を
冥
加
銀
と
し
て
上
納
し
、
残
り
の
一
一
分
五
一
段
は
御

用
所
と
諸
雑
用
の
費
用
に
充
当
す
る
。

~·r 
1 

t12 

,J:-
'(I 

(5) 

か
ら
夜
接
販
売
し
な
い
。

急
入
用
の
品
物
が
あ
る
と
き
に
は
、
和
歌
山
表
の
問
屋
に
直
接
注
文
し
、
そ
の
取
扱
い
は
前
文
同
様
と
す
る
。

(4) 

尼
崎
か
ら
兵
庫
津
の
部
に
は
、

等
の
運
営
方
法
を
決
定
し
て
い
る
。

「紀産物諸~J訪日」
（号室紙）
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日
入
津
の
荷
物
は
、
杉
が

一
六
二
本
、

松
尾
家
に
は
、
慶
応
一
一
一
年
八
月
二
十
日
か
ら
翌
年
三
月
八
日
ま
で
の
勘
定
帳
、
が
残
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
開
年
八
月
一
一
十

一
八
九
匁
一
分
五
煙
、
持
丸
棉
が
一
四
七
丸
、
九
賞
五
一
六
匁
九
分
五
既
の
ニ

分
で
、
そ
の
う
ち
口
銭
が
六
六
七
匁
一
一
一
分
九
堕
で
あ
っ
た
。

幕末期の淡業と鉱工業

口
で
、
銀
古
問
の
合
計
は

一
貫
七

O
六
匁

こ
の
御
産
物
御
取
掛
所
の
そ
の
後
の
動
き
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
魚
崎
村
の
幕
末
期
に
お
け
る
繁
栄
の
一
端
を
物
語

る
事
例
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

第三自白

魚
崎
村
の

素
遜
業

も
に
有
名
で
あ
る
。
こ
の
播
州
素
魁
は
、

兵
隊
県
内
の
素
鑓
と
い
え
ば
、
現
在
で
は
「
揺
州
素
麺
」
と
し
て
全
図
的
に
も
奈
良
県
の

J
一
一
輪
索
麺
」
と
と

吋品川…崎町一一一

r
に
よ
れ
ば
魚
崎
や
横
屋
に
出
稼
ぎ
に
米
て
い
た
人
々

t
 

i
 
i
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そうめん干し（大利下i三愉 T日本111海名物｜鷲｜会」）

が
技
術
開
得
の
後
帰
郷
し
、
阿
川
保
部
内
で
生
産
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
っ
そ
し
て
明
治
三
十
年
代
に
は
持
保
部
内
の
生
産
額
が
、
氏
（
時
県

一
ト
の
総
生
産
筒
、
の
七

O
M沖
合
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
魚
崎
・
横

屋
の
素
麺
業
は
表
迭
し
て
し
ま
っ
た
。

と
こ
ろ
が
近
肢
に
お
い
て
は
、
西
摂
の
今
津
・
鳴
尾
か
ら
兵
庫
に
か
け
て

の
六
甲
山
の
南
麓
一
帯
が
一
大
生
産
地
で
、
「
灘
間
素
麺
」
「
上
方
素
麹
」
と

し
て

に
ま
で
廻
送
さ
れ
た
と
い
う
。
原
料
の
小
麦
粉
は
、
同
地
域
の
水

車
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
て
い
た
。

天
保
十
五
年
刊
の
大
蔵
永
常
の
『
日
本
国
産
考
』
に
、

っ
そ
う
よ
り
心
土
巽

l

’

t

d
』；

写真 163

州
菟
原
郡
灘
に
て
製
す
る
物
、
江
戸
へ
砲
し
商
う
事
お
び
た
だ
し
、
国
々
に

て
は
夏
の
み
製
し
、
秋
冬
製
す
る
容
な
し
、
同
だ
か
」
灘
、
一
一
一
輸
の
ご
と
く
、
年

中
製
せ
ば
、
産
物
と
も
な
る
べ
し
」
と
あ
り
、
素
麹
の
生
成
地
と
し
て
大
和

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

の
一
一
一
輪
と
並
び
称
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
菟
原
郡
灘
地
方
が

大
生
産
地
と
し
て
成
立
し
、
江
戸
市
場
へ
も
大
量
に
廼
送
さ

御
影
村
で
は
天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
に
一
一
軒
の
素
離
陸
の
営
業
が
知
ら
れ
る
が
、
魚
崎
村
で
の
素
麺
屋
職
の
変
造
を
示
す

と
、
表
川
の
よ
う
に
な
る
。
寛
政
九
年
（

七
九
七
）
か
ら
文
政
一
一
年
（
一
八
一
九
）
ま
で
で
は
、
文
化
三
年
の
五
軒
が
最
高
で
、

数
軒
の
素
姐
屋
し
か
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
天
保
十
一
一
一
年
の
「
諸
御
運
上
・
御
冥
加
銀
上
納
巨
細
書
上
帳
」
に
は
、
党
政
七

770 :t：~米の社会t(l:I玉章



年
か
ら
魚
崎
村
で
素
麺
農
が
一
肝
（
W
A
加
銀
四
匁
一
一
一
分
）
常
業
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

文
政
二
年
か
ら
弘
化

（
一
八
四
五
）
ま
で
の
史
料
の
空
白
期
に
索
麺
屋
職
の
交
稼
が
悶
け
ん
ら
れ
る
が
、
弘
化
一
一
年
に
は
九
軒

が
営
業
し
て
お
り
、
素
麺
屋
織
が
魚
崎
村
の
主
要
産
業
の
一
つ
に
成
長
し
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
弘
化
三
年
に

…
0
折
、
弘
化
五
年
に

軒
、
安
政
二
年
に
一
回
軒
に
増
え
、
明
治

（
一
八
七
O
）
に
は

一
一
一
軒
と
軒
数
が
激
噌
し
て
い

る
。
こ
の
う
ち
に
は
、
弘
化
二
年
に
冥
加
銀
を
上
納
し
て
い
た
九
府
の
う
ち
m
m
軒
が
含
ま
れ
て
い
る
。

幕5iミj弱の淡君主と鉱工業第三節

以
上
の
よ
う
に
、
魚
崎
村
の
素
錘
屋
織
は
、
文
政
J
、
天
保
別
に
業
者
の
交
替
が
見
ら
れ
る
が
、
新
規
開
業
者
が
増
加
し
、
幕

金

匁
3良4.3

12.9 

21. 5 

12.9 

8.6 

8.6 

8.6 

8.6 

8.6 

魚崎村における議室重度i滋の変遷

方日円
札
h1汗数

1 

3 

5 

.) 

2 

2 

2 

2 

2 

sit.政 9(1797) 

か 12(1800) 

文化 3(1806) 

// 9 (1812) 

。11(1814) 

。12(1815) 

グ 14(1817)

// 15(1818) 

交政 2(1819)

表 210

仏、、’ti
 

官
ぃ

z

，
今
」

38. 7 

43 

43 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

47.3 

60. 2 

60.2 

60.2 

1問 2分 1
永13文学

3 

1 

3 

3 3 

9
o
o
－

－

1

1

1

1

4

a

4

4

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

弘化 2(1845) 

I/ 3(1846) 

グ 4(1847)

グ 5(1848) 

嘉永 2(1849)

グ 3(1850) 

グ 4(1851) 

か 5(1852) 

グ 7(1854) 

安政 2(1855) 

グ 3(1856) 

文久 2(1862) 

明治 3(1870) I 15 

資料． q公j毛君主文RfJ

22 
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末
期
に
急
速
に
発
達
し
、
村
内
の
主
要
産
業
の

つ
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
、
明
治
二
十
一
年
に
は
「
摂
州
素
麺

営
業
組
合
」
の
事
務
所
が
魚
崎
村
に
置
か
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
地
方
の
素
麺
生
産
の
中
心
地
と
し
て
、
魚
崎
村
が
位
置
し
て
い

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

索
麹
屋
仲
間

の
取
決
め

こ
の
よ
う
に
武
庫
・
菟
原
・
入
部
一
二
郡
素
髄
業
が
燥
開
し
、
そ
の
仲
間
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。

い
つ
ご
ろ
成

立
し
た
の
か
、
仲
間
の
運
営
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
弘
化

月

に
、
素
麺
麗
職
方
に
つ
い
て
の
改
革
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
時
は
、
素
麺
麗
下
職
働
人
の
賃
金
を

頭
人
二
匁
三
分

頭
代
一
匁
九
分

平
人
一
匁
七
分

習
子
供
初
年
一

J
ニ
貫
文
ま
で
見
は
か
ら
い

と
定
め
る
と
同
時
に
、
六
カ
条
の
取
締
脅
か
｝
制
定
し
て
い
る
。

）
 

－
 

（
 
下
職
の
者
が
不
当
に
賃
銭
の
増
額
や
、
先
借
り
し
て
他
の
索
麺
屋
で
働
い
た
り
し
て
、
素
極
度
が
難
渋
し
て
い
る
の
で
、

今
聞
の
取
締
り
な
行
っ
た
こ
と
。

(2) 

下
職
働
人
を
一
雇
う
時
に
は
、
身
元
を
よ
く
確
か
め
、
保
証
人
を
と
る
こ
と
。

(3) 

年
季
奉
公
で
素
麺
屋
で
働
い
て
い
る
者
が
、
他
の
素
麺
屋
に
勝
手
に
移
る
等
の
我
俄
を
し
た
り
し
た
場
合
、
所
の
役
人
に

申
し
出
る
こ
と
。

(4) 

下
職
の
者
が
等
合
を
し
た
り
、
不
法
に
休
ん
だ
り
し
た
場
合
は
、
所
の
役
人
に
届
け
出
る
こ
と
、
内
容
に
よ
っ
て
は
支
配

役
所
に
も
訴
え
出
る
こ
と
。

(5) 

賃
銭
を
先
借
り
し
た
ま
ま
、
他
の
土
地
へ
逃
げ
て
働
い
て
い
た
場
合
は
、
う
や
む
や
に
せ
ず
に
、
新
し
い
働
き
先
に
掛
け

772 幕末の社会策互主王手



合
い
、
き
ち
ん
と
取
り
計
ら
う
こ
と
。

(6) 

素
麺
箆
が
賃
銭
を
不
当
に
増
額
す
る
こ
と
や
、
先
貸
し
す
る
こ
と
を
以
後
厳
禁
す
る
こ
と

G

こ
の
よ
う
に
、
素
趣
向
底
職
の
盛
行
に
伴
い
、
入
手
不
足
と
な
り
、
働
人
の
黄
金
が
高
額
に
な
り
、
ま
た
、
入
手
不
足
を
よ
い

こ
と
に
不
当
な
働
き
を
す
る
職
人
が
増
加
し
た
た
め
、
素
麹
鹿
仲
間
が
、
下
職
働
人
の
賃
金
や
麗
い
方
等
に
つ
い
て
取
り
決
め
、

そ
れ
を
う
け
て
三
郡
村
々
が
共
同
で
取
り
締
ろ
う
と
し
て
い
る
。

魚
崎
村
の

焼
酎
屋
職

焼
酎
屋
職
に
つ
い
て
は
、
天
保
十
五
年
八
月
の
「
諸
制
州
選
上
・
御
冥
加
銀
上
納
巨
細
書
上
根
」
に
、
文
政
九
年

か
ら
一
軒
当
た
り
銀
一
一
一
匁
の
冥
加
銀
を
上
納
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
り
、
天
保
十
一
一
一
年
に
お
け
る
焼
酎
麗
職

の
冥
加
銀
高
は
五
一
匁
で
あ
っ
た
の
で
、
魚
崎
村
の
場
合
冥
加
銀
を
上
納
し
て
い
た
焼
酎
震
は

七
軒
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る。
こ
の
一
七
軒
の
個
人
名
は
不
明
で
あ
る
が
、
表
加
に
よ
る
と
、
弘
化
一
一
年
に
は
一
間
軒
に
減
少
し
、
そ
の
後
も
減
少
し
続
け
、

幕末期の燦業と鉱工業

嘉
永
五
年
に
は
最
少
の
八
軒
に
な
っ
て
い
る
。
同
七
年
に
は
九
軒
と
一
軒
増
え
、
文
久

…
軒
と
盛
り

こ
八
六
二
）
に
は

か
え
し
た
が
、
明
治
一
一
一
年
ご
八
七
O
）
に
は
蒋
び
減
少
し
て
九
軒
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
弘
化
二
年
か
ら
明
治
一
一
一
年
ま
で
の

総
軒
数
は
二
二
軒
で
、
全
期
間
営
業
し
て
い
た
の
は
圧
九
郎
・
伝
七
・
市
郎
布
衛
門
の
一
ニ
軒
だ
け
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、

魚
崎
村
に
お
け
る
焼
酎
麗
職
は
、
文
政
九
年
か
ら
冥
加
銀
の
上
納
を
開
始
し
、
天
保
米
年
頃
が
最
感
期
で
、
以
後
次
第
に
衰
退

し
て
い
る
。

第三節

次
に
、
酒
造
業
・
樽
産
職
・
索
麺
毘
職
・
焼
酎
麗
職
以
外
の
諸
職
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
天
保
十
一
一
一
年
の

魚
崎
村
の
そ

の
他
の
諸
職

「
諸
御
運
上
・
御
冥
加
銀
上
納
在
翻
官
官
上
帳
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
他
の
諸
職
の
冥
加
銀
の
上
納
状
況
を
整
理

世近歴史綴蘭773 



魚崎村における焼鮒屋の変遷

弘
化
二
年

明
治
一
一
一
年

文
久
二
年

安
政
三
年

安
政
二
年

嘉
永
七
年

嘉
永
五
年

系
永
四
年

京
市
永
一
二
年

討
論
永
二
年

弘
化
五
年

弘
化
問
年

表 211

弘
化
一
一
一
年 。。

0
0
0
 

。

0
0
0
 

。

0
0
0
 

。

。。。

。

0
0
0
 

。
0
0
0
0
 

。
0
0
0
0
0
0
0
 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

。： o

。
。。

。

0
0
0
0
 

。

0
0
0
0
 

0
0
0
0
 

。。

0
0
0
 

。

0
0
0
 

0
0
0
 

。
。。

。
。。

。
。。

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

0
0
0
0
 

！± 九郎

儀左衛門

勘左 衛門

王子兵衛

治郎布衛門

喜 太 郎

官 五 郎
，三二p m“今 肉W
刀コミ ニニ よ，，

f云七

店、右衛門

五郎 tc.11，百円

宗 四 郎

市虫日：おずお F~

i＠. 兵衛

庄八

f二兵衛

孫三郎

新左 衛門

六 兵 衛

太郎左衛門

宗左 衛門

佐官

9 9 9 8 9 11 12 12 12 13 14 数軒

774 

27 27 27 24 27 33 36 36 36 

（注）＊金 1分3朱，永49文6分。

資料：「総F芸家文~＃J
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す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

州
開
罷
職

銀
弐
匁
五
分

ヱl
L
J

市
γ
／ヌ

右
は
、
文
政
二
卯
年
崎
町
借
刀
様
御
支
配
中
、
新
規
頗
い
上
げ
奉
り
、
前
告
が
の
通
り
年
々
上
納
仕
り
米
り
罷
り
在
り

1段

輸
竹
屋
職

銀
壱
匁
八
分

i¥i:l 
分

右
は
、
文
政
問
巳
年
嶋
間
帯
刀
様
御
支
配
中
、
新
規
顕
い
上
げ
奉
り
、
同
年
よ
り
前
書
の
通
り
年
々
上
納
仕
り
来
り

罷
り
在
り
伎
、

lffJ 

~f~ 

江
川
小
J

司
け

H
1
，ノ門
J

ノ

銀
弐
匁
八
分

右
は
、
天
保
七
市
中
年
池
岡
山
行
之
ゑ
様
御
支
配
中
、
新
規
願
い
上
げ
泰
り
、
同
年
よ
り
御
冥
加
銀
上
納
仕
り
米
り
罷
り

在
り
候
、

幕末期の淡業と鉱工業

引

1
1
山
間
蓑

H
e
t－
 

亥
よ
り
卯
迄
五
ヶ
年
季

銀
九
匁
五
分

右
は
、
天
保
十
亥
年
池
田
岩
心
／
～
↓
混
同
僚
御
支
配
中
、
新
規
年
季
請
け
に
て
願
い
上
げ
十
本
り
、
同
年
よ
り
年
々

付命

銀
八
分
ム
ハ
原
ツ
＼
上
納
仕
り
米
り
龍
り
在
り
校
、

ま
ず
、
紺
麗
職
に
つ
い
て
は
、
文
政

抗
引
が
奴
〈
加
銀
の
上
納
を
間
開
始
し
て
い
る
。
こ
の

肝
は
五
郎
兵
衛
で
明
治

ミ

ミ

〉

有
汁
カ
モ

年
ま
で
魚
拙
川
村
の
唯
一
の
紺
屋
職
と
し
て
存
続
し
て
い
る
。

第三節

次
に
、
輪
竹
農
職
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
天
保
十

の
史
料
に
よ
れ
ば
、

粁
の
輪
竹
屋
職
が
存
在
し
、
各
々
の
上
納

す
る
冥
加
銀
高
に
差
異
が
あ
っ
た
。
天
保
十

に
銀
一
匁
八
分
を
上
納
し
て
い
た
の
が
宗
左
絡
門
で
あ
り
、
文
政
四
年
か
ら

近 tま歴史綴Ill77ラ



冥
加
銀
を
上
納
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
問
様
に
、
天
保
十

に
銀
二
匁
八
分
を
上
納
し
て
い
た
の
が
孫
三
郎
で
、

天
保
七
年
か
ら
上
納
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
文
久
二
年
に
徳
次
郎
（
冥
加
銀
尚
一
ア
匁
八
分
）
が
増
え
、
そ
の
ま
ま
明
治
一
一
一
住
ー
ま
で
存

続
し
て
い
る
。
こ
の
輸
竹
屋
職
の
冥
加
銀
高
は
、
宗
左
衛
門
が
一
匁
八
分
で
、
孫
三
郎
と
徳
次
郎
が

一
匁
八
分
と
相
違
が
み
ら

れ
る
。

そ
の
相
違
が
、
上
納
の
時
期
の
違
い
に
よ
る
も
の
か
、
経
営
規
模
の
差
に
よ
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

次
に
、
関
油
屋
職
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
山
間
四
油
屋
職
の
冥
加
銀
の
上
納
は
、
天
保
十
一
一
一
年
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
同
十
年
か

ら
臨
池
般
造
高
一
石
に
つ
き
銀
八
分
六
鹿
ず
っ
、

五
カ
年
季
で
上
納
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
天
保
十
一
一
一
年
の
髄

造
高
は
一
一
石
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
弘
化
一
一
一
年
は
亀
兵
衛
・
五
郎
兵
衛
・
利
兵
衛
の
一
ニ
軒
の
醸
造
高
が
合
計
一
一
石
で

あ
り
、
こ
の
三
軒
が
天
保
十
年
以
来
棒
油
の
醸
造
を
行
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
嘉
、
氷
二
年
（
一
人
間
九
）
に
五
郎

兵
衛
が
休
業
し
、
一
一
軒
と
な
っ
た
が
、
年
季
明
け
に
な
る
ま
で
冥
加
銀
の
上
納
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
嘉
、
氷
七
年
に
利
兵

衛
が
新
規
に
追
加
し
て
一
一
一
石
の
、
文
久
二
年
に
龍
助
が
一
一
一
石
の
、
そ
れ
ぞ
れ
麟
造
を
始
め
た
が
い
ず
れ
も
、
氷
続
し
な
か
っ
た
。

明
治
一
一
一
年
の
業
者
は
い
ず
れ
も
文
久
二
年
冥
加
銀
上
納
時
以
後
に
開
業
し
た
業
者
で
あ
り
、
文
久
二
年
の
業
者
は
明
治
一
一
一
年
ま

で
に
休
業
し
て
い
る
ο

こ
の
よ
う
に
、
鵠
油
屋
職
の
変
遷
は
激
し
く
、

い
ず
れ
も
永
続
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
安
政
二
年
に
鍛
冶
屋
職
平
五
郎
が
、
文
久
二
年
に
段
屋
職
宗
右
衛
門
が
冥
加
銀
を
上
納
し
、
さ
ら
に
明
治
一
二
年

に
は
、
酒
小
売
・
材
木
問
屋
挽
売
・
柏
木
挽
職
・
荷
揚
屋
仙
寺
が
冥
加
銀
を
上
納
し
て
い
る
。
幕
末
か
ら
維
新
に
か
け
て
、
諸
職

の
展
開
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

水
車
業
の

転
換

西
摂
灘
間
地
方
の
水
車
業
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
絞
油
業
を
主
体
と
し
て
営
業
さ
れ
て
き
た
が
、
幕
府
に
よ
る

油
統
制
の
変
動
、
地
方
に
お
け
る
絞
油
業
の
展
開
に
よ
っ
て
絞
池
原
料
に
儲
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
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そ
の
た
め
に
灘
白
地
方
の
水
車
に
よ
る
絞
油
業
は
衰
退
し
て
い
っ
た
が
、
こ
の
地
域
に
酒
造
業
や
素
髄
業
が
隆
盛
し
て
く
る

四
年
の
つ
中
合
和
熟
一
札
」
に
よ
れ
ば
、

と
、
絞
油
業
に
代
わ
り
、
水
車
を
利
用
し
た
精
米
や
製
粉
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

三
四
灘
村
史
弘
に
み
え
る
享
和

五
毛
村
の
水
準
九
鞠
の
う
ち
、
在
民
定
右
衛
門
は
、

mm和
七
年
（
一
七
七
O
）
の
油
方

幕式ミ期の淡業と鉱工業第三節

仕
法
改
正
の
と
き
に
油
水
車
か
ら
米
携
を
水
車
に
切
り
換
え
、
そ

の
後
残
る
八
柄
も
順
次
米
稼
ぎ
に
切
り
換
え
ら
れ
た
と
い
う
。
こ

れ
は
、
明
和
七
年
の
仕
法
改
正
に
際
し
、
兵
庫
・
灘
白
五
拾
ム
ハ
柄

仲
間
が
組
織
さ
れ
た
が
、
こ
の
仲
間
編
成
に
伴
い
冥
加
金
を
上
納

明治期の精米水王手

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
冥
加
金
の
負
担
安
嫌
い
、

よ
り
低
い

負
担
の
米
捻
き
水
準
に
切
り
換
え
て
い
る
。

ま
た
、
水
車
一
獄
図
に

お
い
て
も
、

天
間
切
六

に
五
輔
の
米
挽
き
車
が
建
て
ら
れ
て
い
る

（
の
ち
に
は
一
五
抑
制
）
。

写真 164

油
水
市
が
、
明
和
七
年
に
兵
庫
・
灘
間
五
拾
六
輔
仲
間
を
組
織

し
て
い
る
の
に
対
し
、
精
米
・
製
粉
を
行
っ
て
い
た
米
挽
き
水
車

は
、
ど
の
よ
う
な
組
織
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

天
保

月
に
灘
白
粉
水
車
仲
間
は
、
水
神
識
を
組
織
し

て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
素
麺
康
衆
中
と
挽
粉
賃
金
に
つ
い
て

交
渉
し
、
銀
七
匁
の
挽
粉
賃
金
を
受
け
取
る
こ
と
、
水
神
詳
の
寄

世i在i隆史講師直777 



ん
同
日
を
定
め
た
こ
と
、
新
規
加
入
者
は
水
神
宮
御
神

778 

泊
料
と
し
て
金
五
両
を
納
め
る
こ
と
な
ど
が
決
定
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
間
的
に
、
水
取
締
人
に
つ
い
て
は
、

明治前:ftllの灘137)¥.王手位置図（都賀川I・ 住王宮川！付近）

規
定
の
賃
金
で
一
版
う
こ
と
、
他
の
水
車
の
働
人
を
引

き
抜
か
な
い
こ
と
等
が
取
り
決
め
ら
れ
て
レ
る
。

さ
ら
に
同
時
に
、
仲
間
の
中
合
せ
を
行
い
、
挽
粉

賃
金
を
七
匁
と
す
る
こ
と
、
得
意
先
に
み
だ
り
に
出

入
り
し
な
い
こ
と
、
他
の
人
の
得
意
先
の
仕
事
を
し

な
い
こ
と
な
ど
を
申
し
合
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
約
定

に
は
、
行
司
と
し
て

五
人
、
性
古
口
七
人
、
水

卒
新
田
一
一
人
、
日
向
谷
間
人
、
向
日
原
二
人
の
合
計
二

O

人
が
署
名
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
っ
て
、

」
の
水
神
講
は
、

か
ら
烏
原
村
ま
で
の
間
摂

区I52 

川
町
の
米
持
き
水
準
の
稼
人
た
ち
に
よ
っ
て
、
組
織
さ

ーらはミの社会

れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

市
域
内
の
水

車
の
分
布

水
車
新
田
や
灘
日
・
兵
庫
油
稼
株

書店主£1~：

に
加
入
し
て
い
た
水
卒
業
以
外
に
、



市
域
内
に
は
ど
の
よ
う
に
水
車
業
が
展
開
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
明
治
十
九
年
の
参
謀
本
部
陸
軍
部
測
量
局
の
地
図
に
よ
れ

ば
、
六
甲
山
地
に
源
を
発
し
て
い
る
住
吉
川
・
石
崖
川
等
の
各
河
川
に
沿
っ
て
、
多
数
の
水
車
が
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
関
口
で
は
、
住
吉
川
を
中
心
と
し
た
地
域
に
つ
い
て
水
車
の
位
肢
を
示
し
た
。
こ
の
関
な
み
て
わ
か
る
よ
う
に
、
山
麓

の
部
分
だ
け
で
な
く
、
下
流
の
一
千
畑
一
部
に
ま
で
水
車
が
設
授
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

つ
ご
ろ
か
ら
取
り
建
て
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
用
途
は
何
で
あ
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
水
取
が
い

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
以
下
、

一
の
史
料
に
よ
っ
て
み
て
み
よ
う
。

し
か
し
、
そ
の
中
の
一
部
に
つ
い
て
は

天
保
九
年
の
巡
見
使
通
行
の
時
に
作
成
さ
れ
た
沼
崎
藩
伊
、
な
中
心
と
し
た
記
録
に
よ
っ
て
、
水
車
の
分
布
を
一
爪
す
と
表
引
の

よ
う
に
な
る
。
こ
の
記
録
は
、
尼
崎
藩
領
の
記
載
が
中
心
で
あ
る
た
め
、
精
粗
が
あ
り
、
こ
の
地
域
の
全
て
の
水
車
が
記
さ
れ

て
い
な
い
が
、
そ
の
機
要
を
知
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
米
摘
き
水
車
が
八
人
柄
で
、
全
体
の
六
人
・
二
%
を
占
め
て
い
る
。
程

別
不
明
の
水
車
は
池
稼
水
車
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
天
明
八
年
と
比
較
す
る
と
、
合
計
で
一
一
一
九
輔
の
地
加
と
な
っ
て
い
る
。

幕末期の設業と鉱工業

天保9年(1838〕灘地域

における水準の分1μ
(l詳位：綴）
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表 212
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名

坂本村

原 i日村

五： =e村

火活 村

森村

荷際村

部主主村

水卒新任l

入 !Viii村；

高羽村；

徳ヂド村

平野村

郡家 村

野谷村

i判オ£村

III i立村

キサ

41 88 引川

資料：尼崎市立地域研究史料館

r天保九年巡見使通行御用
の磁Jtー）（「地域史研究， 16 

-1・2)

129 計会メ》、
rct 

こ
の
天
保
九
年
の
記
録
に
は

住
吉
村
の
記
載
（
天
明
八
年
で

は
一
一
一
六
鞠
）
が
な
い
の
で
、

際
に
は
五
割
以
上
の
増
加
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、

水
市
の
用
途
も
、
天
明
八
年

に
は
米
捻
き
水
車
と
油
稼
水

世近際災者詰謹779 
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兵庫~1！周辺にお
ける水素の分布

（単位．機）

表 213

ゥ
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ぺ

υ

イ
坤
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白
－
A

今

δ

1

1
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－
 

25 

資料：神戸TIJ:V.IW物然所蔵
)(:{I} 

表 214 嘉永61下（1853）羽［皮

谷における水車の分布
（単位：鞠）

持Ii
線漆

性h
託1i

米協

粉

粉

ヤ…一－
n

烏原村

石井村

荒 III1寸
奥平野村

宇治野村

花熊村

A 
Iコ

車
が
ほ
ぼ
同
数
で
あ
っ
た
の
が
、
天
保
九
年
に
は
米
揚
き
水
車

新水III

9 11 「日一一いロ

20 計

資料：「辰巳家文｛l}J

古水車

ニツ茶屋村

花 熊村

宇治野村！

中宮村

北野村

事11 戸 村

奥平 野 村

合

名村

の
で
あ
ろ
う
。

が
優
位
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
御
影
村
・
魚
崎
村
等
周
辺
に
お
け
る
酒
造
業
や
索
獅
業
の
際
援
に
よ
る

次
に
、
兵
庫
津
周
辺
の
水
車
の
状
況
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
明
和
八
年
に
、
兵
庫
津
と
近
在
の
村
々
と
の
間
に
水
車
荷
物

の
口
銭
を
取
り
決
め
た
史
料
に
よ
る
と
、
表
出
の
よ
う
に
、
兵
庫
津
近
辺
の
村
々
に
水
車
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
、
再
度
谷
に
は
、
嘉
永
六
年
に
古
水
車
、
新
水
車
の
合
計
二

O
輔
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
表
山
）
。

六
甲
山
地
の
北
側
で
も
、
水
車
道
上
を
納
め
て
い
る
村
々
が
あ
る
。
湯
山
町
で
は
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
に
一
一
戦
分
銀

一
O
匁
、
翌
年
に
一
一
輪
分
銀
一
二
匁
が
哨
え
、
一
一
納
分
を
上
納
し
て
い
る
。
坂
本
村
で
も
、
宝
踏
五
年
に
米

石
八
斗
、
銀
一

O
匁
の
運
上
と
、
村
に
対
し
、
水
車
屋
敷
前
の
借
受
料
と
し
て
銀
八

O
匁
を
支
払
う
留
の
史
料
が
残
さ
れ
て
お
り
、
水
車
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
部
小
部
村
で
も
、
文
政
十
年
か
ら
銀
一
一
一
匁
五
分
の
水
車
運
上
を
納
入
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
近
世
後
期
に
は
、
流
水
な
動
力
源
と
す
る
水
車
が
発
達
し
、
西
摂
の
酒
造
・
絞
泊
地
帯
に
限
ら
ず
広
範
聞
に

780 森井ミの校会iffE：ち？



分
布
し
、
各
々
の
地
域
に
お
け
る
精
米
等
の
作
業
に
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

3 

高
取
山
周
辺
の
炭
坑
開
発

車
村
・
奥
妙
法
寺

村
の
炭
坑
間
開
発

数
少
な
い
市
域
鉱
業
の
う
ち
で
は
、
幕
末
期
に
高
取
山
周
辺
で
採
掘
が
進
め
ら
れ
た
石
炭
が
あ
げ
ら
れ

る
。
ま
ず
安
政
問
年
（
一
八
五
七
）
に
播
磨
国
神
間
郡
森
照
一
村
（
朝
来
郡
生
野
町
）
の
石
川
八
左
衛
門
が
車

村
・
奥
妙
法
寺
村
で
そ
の
開
発
を
試
み
た
こ
と
が
「
兵
路
県
史
料
」
に
み
え
る
。

そ
の
後
、
文
久
元
年
（

八
六
二
に
勝
海
舟

が
、
神
戸
海
軍
操
練
所
（
一
冗
治
元
年
ra
月
J
底
応
元
年
一
一
一
月
）
に
い
た
時
に
、

八
左
衛
門
に
再
び
開
発
を
命
じ
た
が
、
神
戸
海
軍
操

練
所
の
閉
鎖
に
伴
っ
て
石
炭
山
の
開
発
も
中
絶
し
た
。

し
か
し
、
慶
応
一
万
年
（
一
八
六
五
）
に
両
村
を
治
め
た
大
坂
谷
町
代
官
の

斎
藤
六
歳
が
、
炭
坑
か
ら
の
運
搬
の
道
路
を
修
復
し
、
翌
箆
応
一
一
年
八
月
二
十
六
日
に
再
稼
行
の
許
可
が
お
り
、
前
述
の
若
川

幕末期の農業と鉱工業

八
左
衛
門
が
採
掘
を
再
開
し
た
。
同
年
十
一
月
に
外
国
奉
行
支
配
定
役
坂
戸
小
八
郎
と
歩
兵
議
関
役
頭
取
米
国
桂
次
郎
等
が
、

炭
坑
の
実
地
検
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
を
受
け
て
、
京
都
出
張
勘
定
奉
行
服
部
筑
前
守
常
純
等
が
、
こ
の
炭
坑
の
振
興
と
炭

坑
か
ら
兵
庫
ま
で
の
運
搬
道
を
修
築
す
る
こ
と
を
協
議
し
、
そ
の
回
日
を
十
二
月
に
老
中
に
上
申
し
た
。

そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

）
 

噌

E
4（
 
本
（
磁
応
ニ
）
年
八
月
の
大
風
雨
の
た
め
坑
中
が
荒
廃
し
て
い
る
が
、
石
炭
の
質
は
災
い
。

第三節

(2) 

運
送
の
道
筋
は
、
牛
潟
道
で

六
貫
目
（
ム
ハ
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
入
二
俵
で
運
ん
で
い
た
が
、
道
一
帽
を
八
尺
に
拡
幅
し
、
率
で
運

送
す
る
よ
う
に
し
た
い
。

近世：｝盗史帯電随78r 
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(7) 

(3) 

石
炭
の
価
格
は
、
兵
庫
ま
で
の
運

人
、
領
主
小
笠
原
佐
渡
守
に
依
頼
し
、
呼
び
寄
せ
た
い
こ
と
。

貨
を
含
め
、
百
斤
（
六
0
キ
ロ
グ
ラ
ム
）

に
つ
き
金
一
分
で
あ
っ
た
こ
と
。
こ

関

れ
は
唐
津
と
同
水
準
の
価
格
で
あ
る

好ミ

」ル」。

i苅

(4) 

開
坑
以
来
の
総
産
出
額
は
、
お
よ

坑

そ
百
万
斤
に
な
る
こ
と
。

炭

(5) 

し
か
し
、
損
金
は
千
一
一
一
百
両
余
に

区I53 

お
よ
ん
で
い
る
こ
と
。

(6) 

器
械
購
入
や
手
代
や
掘
子
の
宿
舎

の
建
設
等
の
た
め
に
千
両
を
拝
借
し
、

五
カ
年
斌
で
石
炭
代
金
の
中
か
ら
返

伐
採
し
た
い
こ
と
。

坑
道
に
使
う
松
木
が
、
村
方
の
分
で
は
不
足
し
て
い
る
の
で
、
御
林
山
か
ら
一
一
百
本
（
長
さ
二
閥
、
口
径
二
J
一
一
一
寸
の
も
の
）

済
し
た
い
こ
と
。

(8) 

掘
子
は
従
来
は
但
馬
の
生
野
銀
山
の
者
を
使
っ
て
い
た
が
、
不
慣
れ
の
た
め
肥
前
唐
津
の
石
炭
場
所
よ
り
巧
者
な
四
J
五

782 ?fl1玉栄幕末の社会



10) (9) 
免
の
吉野

中
し
付
け
ら
れ
た

と

兵
庫
で
の
石
炭
貯
蔵
の
た
め
蔵
を
借
り
て
い
る
が
、
蔵
敷
料
（
保
管
料
）
も
か
か
る
の
で
、
石
炭
会
所
を
設
霞
し
た
い
こ
と
。

右
会
所
御
用
達
と
し
て
、
摂
海
御
ム
口
場
築
造
御
用
差
配
方
の
廻
船
伽
御
用
達
嘉
納
次
郎
作
の
名
代
勤
森
清
之
助
（
商
学
幣
刀
御

石
炭
会
所
並
び
に
納
屋
は
、
兵
庫
新
在
山
本
町
浜
手
の
約
二

O
O坪
の
空
地
に
設
援
し
た
い
こ
と
。

屋
の
建
設
費
が
か
か
る
こ
と
。

日
石
炭
産
山
山
量
の
見
積
り
は
、
年
に
約
一
一
一

O
O万
斤
で
、
代
金
は
七
五

O
O荷
（

三
七
五
両
に
な
る
。
こ
の
う
ち
の
一
部
で
道
路
修
復
費
用
、
御
用
途
勤
料
、
会
所
費
用
等
を
賂
い
た
い
こ
と
。

土
地
の
買
収
費
九

両
二
分
、
納
屋
蔵
一
一
一

O
坪
の
代
金
八

O
両
の
合
計
一
七
一
間
二
分
、
こ
の
ほ
か
に
新
規
に
会
所
と
納

0
0斤
に
つ
き
代
金

分
と
し
て
）
冥
加
金

そ
の
結
果
、
十
二
月
十
二
日
付
で
す
べ
て
伺
い
の
通
り
許
可
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
石
炭
運
搬
の
た
め
の
道
路
と
石
炭
会
所
建
築

の
事
務
は
京
郊
仮
勘
定
所
が
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

幕末期の淡業と鉱工業

石
炭
・
似
の

支
配

炭
坑
の
支
配
に
閲
し
て
は
、
慶
応

月
四
日
付
で
勘
定
組
頭
深
山
字
平
太
と
小
関
直
太
郎
の
両
名
か
ら
谷

町
代
官
斎
藤
六
歳
に
対
し
、
炭
坑
の
世
話
を
す
る
こ
と
を
通
達
し
て
い
る
。
同
様
に
、
六
日
付
で
大
坂
域
代
牧

野
良
間
引
か
ら
も
a

筑
藤
六
歳
に
対
し
、
平
く
当
地
に
赴
き
、
現
地
に
い
る
大
坂
鉄
砲
奉
行
佐
藤
与
之
助
と
相
談
す
る
よ
う
に
と
の

通
達
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
炭
坑
の
現
地
の
支
配
を
谷
町
代
官
斎
藤
六
歳
（
下
僚
二
名
）
が
大
坂
鉄
砲
奉
行
佐
藤
与
之
助

と
相
談
し
な
が
ら
行
い
、
そ
の
決
裁
を
京
都
仮
勘
定
所
が
行
う
と
い
う
炭
坑
の
支
把
機
構
が
整
備
さ
れ
た
。
同
月
十
日
付
で
、

第三節

そ
の
旨
を
六
肢
が
勘
定
組
頭
へ
被
告
し
て
い
る
。
慶
応
一
一
一
年
一
ニ
月
に
佐
藤
与
之
助
の
建
議
に
よ
っ
て
、
斎
藤
六
蔵
と
鈴
木
忠
次

郎
が
小
笠
原
佐
渡
守
の
出
家
米
長
谷
川
等
兵
衡
を
炭
坑
仕
様
掛
と
し
て
招
聴
し
た
い
旨
、
大
坂
城
代
に
上
申
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

ill: 近歴史露首顕783 



石炭遼送道路用地の買収

かI 名 石 i高 反日I] 銀；高

石 畝歩 匁

王手 村 2.34 22. 9 10 800.00 

奥妙法寺村 4.35 36.25 18,416.66 

l:::f妙法寺村 1. 739 15. 25 7,916.67 

板 宿 村 0. 243 1. 12 866.67 

メ1＝込t 計 8. 672 76. 11 38,000.00 

同
年
五
月
に
一
長
谷
川
は
、
摂
海
御
台
場
築
造
御
用
の
ほ
か
に
石
炭
掘
取
御
用
を
兼
務
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
慶
応

一
月
十
八
日
付
で
摂
海
台
場
取
建
掛
の
普
請
役
鈴
木
忠
次
郎

表 215

が
、
石
炭
道
関
坑
と
道
路
修
繕
の
事
務
を
兼
務
し
、
斎
藤
六
歳
と
相
談
す
る
こ
と
が
命
ぜ

ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
同
年
一
一
一
月
に
普
請
役
井
関
叉
士
口
も
こ
の
事
業
に
加
わ
っ
て
い
る
。

七
月
に
鈴
木
忠
次
郎
・
井
関
又
吉
は
他
に
転
じ
、
堀
川
平
之
丞
が
い
た
が
奥
野
吉
郎
が
加

資料：「兵/flt）県史料J

わ
っ
た
。
十
月
に
は
奥
野
に
代
わ
り
、
朝
比
奈
藤
八
郎
が
就
任
し
た
。
採
掘
に
先
立
っ
て
、

慶
応

一
月
石
炭
運
送
道
路
用
地
（
表
出
）
お
よ
び
兵
庫
津
新
在
家
町
に
お
い
て
は
石
炭

会
所
用
地
（
六
畝
コ
一
歩
、
代
価
九
一
一
問
二
分
）
が
買
収
さ
れ
、
間
年
一
一
一
月
末
に
は
石
炭
会
所
が

ほ
ぽ
落
成
し
て
い
る
。

出
炭
状
況

そ
の
後
採
掘
が
行
わ
れ
、
問
年
四
月
ま
で
に
毎
日
六

O
人
の
鉱
員
に
よ
っ
て
一
万
斤
余
の
出
炭
が
あ
っ
た
。

の
た
め
、
石
炭
会
所
に
従
来
の
二
棟
の
ほ
か
に
増
築
す
る
必
要
が
生
じ
、
そ
の
旨
を
京
都
勘
定
組
頭
へ
十
二
日

付
で
上
申
し
、
二
十
二
日
に
許
可
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
新
し
く
二
棟
の
倉
庫
が
七
月
に
完
成
し
て
い
る
。

）
 

1
 

（
 一

方
、
同
じ
く
四
月
に
石
炭
会
所
運
営
の
た
め
規
則
が
定
め
ら
れ
た
。

(2) 

勤
務
時
間
は
、
朝
五
ツ
半
時
よ
り
タ
七
ツ
半
時
ま
で
。

山
方
よ
り
石
炭
会
所
ま
で
の
運
賃
は
山
方
引
請
人
で
、
会
所
納
屋
か
ら
の
運
賃
は
請
取
方
で
負
担
す
る
。

(3) 

石
炭
一

O
O斤
に
つ
き
一
割
分
入
目
、
代
金

(4) 

分

買
上
げ
代
金
は
、
一
一
一
・
五
・
七
・
九
・
十
・
十

月
の
六
カ
度
に
手
形
で
渡
す
こ
と
。

784 
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幕末期の農業と鉱工業第三節

(6) (5) 

買
上
げ
代
金
の
五
分
は
、
笈
〈
加
運
上
と
し
て
上
納
す
る
こ
と
。

五
分
の
笠
〈
加
運
上
の
う
ち
、

一
分
（
御
用
達
に
て
預
り
金
）

慶応3年（1867〕の石炭産出状況表 216

考備J三し
丘L数日E質

斤
2,629,800 ほかに下等品

10万斤

出炭高

668,800 （売却高
有高 1 961,000 

7,376丙 2分
永 227文5分'tc'i上げ代金

3,365阿 2分
永 90文

100斤につき
金 1分

一
分
（
石
炭
地
元
へ
、
七
・
十
二
月
に
渡
す
）

4, 011河
永 137文5分

6, 700附

676防 2分
永 227文5分

100斤につき
金l分 l朱

（支払分

未払分 12月18日渡分

代金の 5分
368肉3分

永86文3分 7厘 5毛金3主力u

用途へ子長室主分

150雨

30肉

/ 7月上納分

(t 約

内｜会所諸入用

訳｜用途勤料

にお炭地元波料

30雨

60問

王手村・奥妙法寺村30問

218阿 3分
永86文3分 7ll立5毛残金

用途へ預霞分
43肉 3分

永17文2分 7麗 5毛納／上

43f<可3分
永17文 2分 7座 5モ

87河 2分
永34女 5分 5康

＼石炭地元波料 1 43丙 3分
永17文2分 71夏5毛

会所諸入用

用途効料

内

訳

役近

王手村・奥妙法寺村

日査史編III

＼ 

資料： f；矢印県史料J

78ラ



二
分
（
御
用
途
勤
料
）

分
（
会
所
諸
入
用
）

と
、
定
め
ら
れ
て
い
る
。

同
年
六
月
に
は
、
石
炭
会
所
の
隣
地
、
東
山
山
町
網
浜
新
国
に
軍
鑑
方
の
石
炭
御
閉
所
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
奥
妙
法
寺

村
内
で
新
し
い
鉱
脈
が
発
見
さ
れ
、
新
た
に
そ
の
炭
坑
か
ら
の
運
送
の
た
め
の
道
路
が
修
築
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
完
成
は

十
二
月
十
日
）

0

こ
の
時
に
は
、
毎
日
鉱
員
一
五

O
人
が
働
き
、
一
一
一
万
斤
の
産
出
高
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
石
炭
の
買
上
げ

代
金
も
百
斤
に
つ
き
一
朱
増
額
さ
れ
、

一
分
一
朱
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
炭
坑
の
盛
況
の
た
め
、
同
年
七
月
に
石
炭
会
所
御

用
達
森
清
之
助
は
、
新
た
に
東
出
町
の
網
浜
新
田
の
軍
鑑
方
用
地
に
さ
ら
に
一
一
一
棟
の
倉
庫
の
明
設
を
願
い
出
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
八
月
十
五
日
付
で
経
費
を
で
き
る
だ
け
抑
え
て
行
う
よ
う
に
と
の
条
件
つ
き
で
許
可
の
旨
が
届
い
た
。
同
月
十
八
日
か
ら

建
築
を
始
め
、
九
月
二
十
五
日
に
竣
工
し
た
。

こ
の
よ
う
な
出
炭
状
況
を
ふ
ま
え
、
十
月
に
幕
府
は
勘
定
奉
行
に
、
諸
大
名
が
率
離
お
炭
欠
乏
の
時
に
は
兵
庫
石
炭
会
所
で

石
川
氏
を
払
い
下
げ
る
、
と
令
市
泌
さ
せ
た
。
慶
応
一
一
一
年
の
出
炭
高
、
質
上
げ
代
金
、
運
上
金
等
を
示
す
と
、
表
山
の
よ
う
に
な
る
。

兵
庫
奉
行
柴
田
剛

中
の
炭
坑
開
発

前
述
の
よ
う
に
高
取
山
の
炭
坑
開
発
が
行
わ
れ
て
い
る
さ
な
か
、
慶
応
三
年
五
月
二
十
八
日
付
で
兵
庫

開
港
御
用
掛
に
大
日
付
松
平
信
敏
、
勘
定
奉
行
星
野
成
業
等
を
任
命
し
、
現
地
の
主
管
者
に
外
国
奉
行

の
柴
田
欄
中
が
選
ば
れ
た
。
こ
の
柴
田
は
、

五
月
十
一
一
一
日
に
大
坂
町
奉
行
・
外
国
奉
行
兼
帯
、
さ
ら
に
七
月
九
日
に
兵
庫
泰
行

・
大
坂
町
奉
行
兼
帯
を
命
ぜ
ら
れ
、
兵
庫
開
港
大
坂
居
留
地
御
用
取
扱
と
な
っ
た
。
兵
庫
奉
行
を
兼
任
し
た
柴
回
制
中
は
、
大

坂
か
ら
兵
庫
に
移
り
、
十
ニ
月
七
日
の
兵
庫
開
港
に
伴
う
外
交
諸
務
や
諸
施
設
を
主
管
す
る
こ
と
に
な
り
、
神
戸
外
国
入
居
留

地
の
建
設
や
山
陽
道
の
付
楼
工
事
い
や
に
活
躍
し
た
。

786 幕末の社会第五主主



こ
の
柴
田
が
高
歌
山
の
炭
坑
に
強
い
関
心
を
示
し
、

九
段
応
三
年
四
月
四
日

兵
庫
津
英
国
人
旅
宿
お
ゐ
て
士
官
サ
ヲ
ッ
ト

ン
ア
ス
ト
ル
江
お
炭
抜
取
方
様
械
等
之
儀
質
問
い
た
し
候
対
話
番
」
と
題
す
る
文
書
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
柴
田
側
中
が

イ
ギ
リ
ス
の
セ
l
へ
ン
ト
号
今
日
本
水
路
史
』
で
は
サ
i
ベ
ン
ト
号
）
の
溶
械
ガ
級
頭
サ
ヲ
ッ
ト
ン
日
ア
ス
ト
ル
に
対
し
、
本
村

の
石
炭
山
の
状
況
や
そ
の
開
発
の
た
め
の
機
械
に
つ
い
て
質
問
し
、

そ
の
返
答
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
史
料
に
よ
る
と
、

サ
ヲ
ッ
ト
ン
は
柴
田
の
依
頼
に
よ
り
準
村
の
石
炭
山
を
見
に
行
っ
た
こ
と
、
事
村
の
石
炭
は
唐
津
間

様
に
良
質
の
石
炭
で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
機
械
を
能
用
し
て
深
く
掘
れ
ば
出
炭
量
も
塙
加
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
の
機
械
の

種
類
や
購
入
方
法
等
に
つ
い
て
柴
閏
が
熱
心
に
尋
ね
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
、
興
味
深
い
。

シ
ド
ニ
ー
H

ロ
i

コ
ッ
ク
の
報
告

柴
田
剛
中
が
サ
ヲ
ッ
ト
ン
を
訪
れ
た
二
カ
月
後
の
ふ
ハ
月
七
日
、
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
書
記
の
シ
ド
ニ
ー
口

ロ
ー
コ
ッ
ク
が
、
商
業
報
告
書
で
、
率
村
の
お
炭
山
を
訪
問
し
た
結
果
を
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
い
る
。

ω発
見
は
、

一
O
J
一
一
一
年
前
、

ω場
所
は
、
兵
庫
か
ら
四
マ
イ
ル
（
約
六
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
の
山
の
中
、
川
w坑
道
は
水
平
で
、

幕末期の農業と鉱工業

長
さ
は
ニ
五
フ
ィ
ー
ト
（
七
・
六
一
一
メ
ー
ト
ル
）
以
内
、
大
半
は
一

O
J
一

一
フ
ィ
i
ト
、
例

の
男
が
、
地
聞
に
し
ゃ
が

み
こ
ん
で
尖
っ
た
ハ
ン
マ
i
で
掘
る
作
業
を
し
て
い
た
、
肋
坑
道
の
入
口
付
近
で
襖
同
然
の
数
人
が
、
石
炭
を
手
で
選
別
し
、

小
屋
の
後
の
積
出
場
に
運
ん
で
い
た
、
例
そ
こ
か
ら
兵
庫
の
市
場
ま
で
、
一
一
一
輪
車
か
、
背
中
に
か
つ
い
だ
り
、
ま
た
は
牛
に
引

か
せ
て
運
ぶ
、
の
石
炭
の
品
質
は
、
大
半
が
劣
っ
て
い
た
が
、
中
に
は
無
煙
炭
の
よ
う
な
良
い
種
類
の
物
が
含
ま
れ
て
い
た
、

同
日
本
政
府
は
、
こ
の
石
炭
山
に
も
っ
と
科
学
的
な
作
業
を
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
例
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
機
械
に
よ
っ
て
、

第三節

立
派
な
炭
坑
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
等
々
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
川
仰
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

UW述
の
柴

国
側
中
の
文
書
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
機
械
を
購
入
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
品
質
に
つ
い
て
は
、
慶
応
二
年
十
二
月
付
の
外
国
奉
行
平
山
図
書
頭
敬
忠
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
横
浜
に
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
ク
l
レ
！
と
い
う
者
に
炭
坑
の
石
炭
を
見
せ
た
と
こ
ろ
、
上
等
の
海
軍
用
の
「
ウ
ヰ
ル
」

質
で
は
な
い
が
、
中
等
の
「
サ
ニ
ッ
ト
」
質
で
、
製
鉄
・
蒸
気
車
用
の
陸
用
に
は
最
上
口
仰
の
品
質
で
あ
り
、
近
海
廻
り
の
蒸
気

船
に
使
用
し
て
も
何
ら
差
支
え
な
い
と
い
う
鑑
定
で
あ
っ
た
。

幕
府
崩
壊
後

の
炭
坑
試
掘

こ
の
よ
う
に
、
開
港
に
伴
う
お
炭
需
要
を
満
た
す
た
め
、
兵
庫
開
港
場
に
近
接
し
た
車
村
・
奥
妙
法
寺
持
で

石
炭
山
の
開
発
が
着
手
さ
れ
、
幕
府
に
よ
っ
て
慶
応
一
一
一
年
に
は
積
続
的
に
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
兵
庫

津
に
そ
の
石
炭
を
貯
蔵
す
る
石
炭
会
所
が
設
置
さ
れ
た
が
、
江
戸
幕
府
の
崩
壊
の
た
め
事
業
は
中
断
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
後
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
一
月
二
十
四
日
に
東
尻
池
村
・
商
尻
池
村
・
池
田
村
の
一
一
一
カ
村
か
ら
兵
庫
民
政
役
所
に
試

掘
願
い
が
出
さ
れ
、
二
月
か
ら
九
月
ま
で
開
発
を
行
っ
た
が
、
成
果
が
あ
が
ら
ず
中
止
さ
れ
た
。

ま
た
、
明
治
四
年
九
月
に
東
尻
池
村
の
米
正
久
左
衛
門
の
試
掘
願
な
ど
、
度
々
開
発
を
行
お
う
と
し
た
が
、
長
続
き
は
し
な

追
っ
こ
。

、
刀
チ
ー
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